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【年通号数】公開・登録公報2011-035
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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成25年2月15日(2013.2.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　そして、図示していない電源プラグが交流電源１のコンセントに差し込まれた状態で、
マネージャ等がメインブレーカ２を投入（ＯＮに）した後、コントロール・スイッチ９を
操作して閉じる（ＯＮにする）と、トランス５の二次側からこの制御回路に通電され、メ
インリレー３のリレーコイル３１が励磁されてその常開接点３２が閉じる。それによって
メインモータ４の駆動回路に給電され、メインモータ４が回転してピンセッタが起動する
。その後、コントロール・スイッチ９がＯＮしている間はメインリレー３が働き、メイン
モータ４が駆動してピンセッタが稼動する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　しかし、ピンセッタの点検や修理などのためにマスキングユニットのマスクを開ける際
に、マスキングユニット・スイッチ８を開く（ＯＦＦにする）とメインリレー３がオフに
なり、メインモータ４の駆動が停止する。また、ピンセッタのターレット部あるいはデッ
キ部でピン詰まりなどの異常が発生すると、ターレットジャム・スイッチ６あるいはデッ
キジャム・スイッチ７がそれを検知して開くため、やはりメインリレー３がオフになり、
メインモータ４の駆動が停止する。これらの場合にピンセッタは稼動を停止する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　このように、営業中にピンセッタの故障やピン詰まりなどによるトラブルによってピン
セッタの稼動が停止したとき、そのトラブルを解除するために機械の作業に入る場合には
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、ピンセッタの電源プラグを抜き、メインブレーカを切ることが基本である。
　この基本動作を行った後に作業を行えば、トラブル解消によってデッキジャム・スイッ
チ７あるいはターレットジャム・スイッチ６が自動復帰して閉じても、電源プラグを差し
込んでメインブレーカ２を投入しない限りピンセッタが再稼働しないため、作業中に事故
を起こす危険性はない。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　以下、この発明を実施するための実施の形態を図面に基づいて具体的に説明する。
　〔第１の実施形態〕
　図１は、この発明による安全装置の第１の実施形態を接続したピンセッタ駆動制御回路
の概略構成を示す回路図である。
　この図１は、図５に示した従来のピンセッタ駆動制御回路に安全装置１０を接続したも
のである。したがって、安全装置１０を除く部分は従来のピンセッタ駆動制御回路と同じ
構成であるので、その説明は省略する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　なお、この実施例では、異常を検知した時にのみ開く常閉の異常検知用スイッチが、タ
ーレットジャム・スイッチ６とデッキジャム・スイッチ７だけであるが、ピンセッタの他
の部分の異常を検知したときにのみ開く常閉のスイッチがあれば、それも直列に介挿され
ていてもよい。以下の説明では、これらを単に「異常検知スイッチ」とも称す。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　次に、この安全装置１０の外観例を図２及び図３によって説明する。図２はこのピンセ
ッタの安全装置１０の外観を示す正面図であり、図３はその背面図である。
　この安全装置１０の図１に示した各部品は金属製のケース２０内に収納されており、そ
の前面パネル２０ａには、起動スイッチ１３の押しボタン１３Ｂと、動作表示用の発光ダ
イオード１８の発光によって点灯するモニタランプ１８Ｌと、異常表示用の各発光ダイオ
ード１１，１２の発光によってそれぞれ点灯するターレットジャム・ランプ１１Ｌ及びデ
ッキジャム・ランプ１２Ｌが、図示のように配置されている。なお、押しボタン１３Ｂと
各ランプ１８Ｌ，１１Ｌ，１２Ｌは色を変えて識別し易くするとよい。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　そのピンセッタ駆動制御回路においては、スイッチ６，７，８は常時は閉じているが、
電源プラグが交流電源１のコンセントに差し込まれた状態で、メインブレーカ２を投入（
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ＯＮに）してコントロール・スイッチ９をＯＮにしただけでは、起動スイッチ１３が開い
ており、自己保持用リレー１４も作動しておらず、その常開接点１５ａも開いているので
メインリレー３が作動せず、メインモータ４は起動しない。
　そこで、作業員が図２に示した押しボタン１３Ｂを押すと起動スイッチ１３が閉じ、メ
インリレー３のリレーコイル３１の通電回路が形成されるため励磁されてその常開接点３
２が閉じ、メインモータ４が起動してピンセッタが始動する。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　また、ピンセッタが稼動している間は異常検知スイッチ６，７がいずれも閉じているの
で、異常表示用の各発光ダイオード１１，１２はいずれも両端間が同電位になっているた
め発光しない。したがって、図２に示したターレットジャム・ランプ１１Ｌ及びデッキジ
ャム・ランプ１２Ｌはいずれも点灯していない。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　このとき、自己保持用リレー１４の常閉接点１５ｂを通して異常表示用の各発光ダイオ
ード１１，１２の通電回路が形成される。そして、異常検知スイッチ６又は７のうち、異
常を検知して開いている方に並列に接続されている各発光ダイオードにはその両端子間に
電圧が印加されて電流が流れるので発光する。そのため、ターレットジャムが発生した場
合にはターレットジャム・スイッチ６が開き、発光ダイオード１１が発光するのでターレ
ットジャム・ランプ１１Ｌが点灯する。デッキジャムが発生した場合にはデッキジャム・
スイッチ７が開き、発光ダイオード１２が発光するのでデッキジャム・ランプ１２Ｌが点
灯する。これらのランプの点灯を確認することによって、異常発生個所を知ることができ
る。
　なお、ターレットジャムとデッキジャムが同時に発生した場合には、ターレットジャム
・スイッチ６とデッキジャム・スイッチ７が両方とも開くため、発光ダイオード１１，１
２が発光し、ターレットジャム・ランプ１１Ｌとデッキジャム・ランプ１２Ｌが両方とも
点灯する。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　そこで、もし従業員が電源プラグを抜かずメインブレーカ２も切らずに、コントロール
・スイッチ９も閉じたままで、機械に入ってピン詰まり等を解消するための作業を行った
としても、異常状態の解消によって異常検知スイッチ６又は７あるいは両方が閉（ＯＮ）
状態に自動復帰しただけでは、メインリレー３のリレーコイル３１への通電回路は形成さ
れないため、ピンセッタが突然自動復帰して再稼動することはなく、事故の発生を防止す
ることができる。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　異常解消作業を終えた作業員がこれらを確認して、押しボタン１３Ｂを押せば、起動ス
イッチ１３が閉じてメインリレー３のリレーコイル３１の通電回路が形成されるため、メ
インリレー３が作動してその常開接点３２を閉じ、メインモータ４が起動してピンセッタ
が再稼動する。そして、自己保持用リレー１４も作動してその常開接点１５ａを閉じて前
述したように自己保持し、ピンセッタが稼動状態を維持する。その状態では発光ダイオー
ド１８が発光してモニタランプ１８Ｌが点灯し、安全装置が動作していることを知らせる
。
　基本動作を守って、電源プラグを抜いてメインブレーカ２を切ってから、機械に入って
作業を行った場合には、電源プラグを差し、メインブレーカ２を入れた後に、起動スイッ
チ１３の押しボタン１３Ｂを押せばよい。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
　自己保持用リレー２４は、常開接点（Ａ接点）２５ａと常閉接点（Ｂ接点）２５ｂ及び
通電時の励磁により可動接片２５ｃを回動させてその常開接点２５ａを閉じて常閉接点２
５ｂを開くリレーコイル２６とからなる直流リレーである。そして、起動スイッチ１３と
常開接点２５ａとの並列回路を介して給電される交流入力をダイオードＤ１～Ｄ４をブリ
ッジ接続した整流回路１９によって整流して、リレーコイル２６に直流を供給するように
構成している。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項２】
　請求項１に記載のピンセッタの安全装置において、
　動作表示用の発光ダイオードと保護抵抗との直列回路を、前記自己保持用リレーのリレ
ーコイルに並列に接続して設けたことを特徴とするピンセッタの安全装置。
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